
令和２年度 

磐田市新貝土地区画整理事業 

５５街区２保留地販売のご案内 

令和２年１１月 

磐田市新貝土地区画整理組合 



組合５５街区２保留地販売のご案内 

１．概要 

1-1 はじめに 

  磐田市新貝土地区画整理組合では、令和２年３月に開業した御厨駅の北に位置

する保留地の販売を計画しています。 

  御厨駅周辺地区は、都市拠点として位置づけられているため、良好な市街地整

備を推進していく必要があり、都市機能の誘導を積極的に行っていく地区です。 

1-2 売却物件 

  所在地 ： 新貝土地区画整理区域内 55 街区 2 

  地 目 ： 雑種地 

  地 積 ： 5,479.08 ㎡（1,657 坪） 

  売却価格 ： 103,000 円/㎡（340,000 円/坪） 

 ≪位置図≫ 
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 ≪仮換地図≫ 

1-3 法規制等 

  用途地域 近隣商業地域 

  防火指定 準防火地域 

  建ぺい率 80％ 

  容 積 率 300％ 

  高さ規制 なし 

  日影規制 なし※1

   ※1：ただし、当該土地周辺には近隣商業地域の容積率 200％となっている地

域があるため、建築物の建築には配慮が必要です。 

  地区計画 あり（新貝地区計画） 

1-4 保留地販売における建設施設の条件 

 ① 立地適正化計画により都市機能の誘導を求められる施設（生活サービス施設） 

医療：病院（内科・外科・小児科） 

子育て：子育て支援センター、幼稚園、保育園、認定こども園 

商業：大型商業施設、生鮮三品取扱店（スーパーマーケット） 

金融：銀行、信用金庫 

教育文化：図書館、学習センター 

 ②立地適正化計画により居住の誘導が図られる施設 

高層マンションと都市機能誘導施設または事務所、店舗等の複合施設 



 ③都市計画マスタープランによる駅の利便性を活かしたにぎわいの創出につなが

る施設 

宿泊施設または宿泊と飲食などのサービスを提供する複合施設 

オフィス・事務所等の施設 

２．スケジュール 

内  容 予定日程 

抽選広告 令和２年１１月２４日(火) 

抽選参加の申込み 令和２年１２月８日(火)～令和３年２月１９日(金) 

抽選・当選者の決定 令和３年３月３日(水) 新貝公会堂 

契約保証金 

売買決定通知書を交付し、７日以内に売却価額の１０

０分の１０以上に相当する契約保証金をお支払いして

いただきます。 

契約の締結 
売却決定の通知をした日から１０日以内に、土地売買

契約書により契約を締結します。 

売買代金の納入 

売買契約を締結した日から３０日以内に売買代金から

契約保証金を除いた額をお支払いいただきます。ただ

し、金融機関から融資を受ける方等、特別な事情があ

る場合は、理事会の承認を得て納入期日を別に定める

ことができるものとします。 

引渡し、所有権移転登記 

土地の引渡し及び使用収益の開始日を工事の進捗

に合わせて決定し買受人にその旨を通知します。 

引渡しは現状のまま行います。 

所有権移転登記は、土地区画整理法（昭和 29 年法

律第 119 号）第 107 条第 2項に規定する換地処分

に伴う登記が完了した後に申請してください。な

お、登記に要する諸費用は、買受人の負担としま

す。 

換地処分時に行う確定測量の結果、登記地積に誤

差が出ることがあります。その場合は、購入時の

価格にて変更契約を行い精算します。 



３．参加者の資格 

3-1 抽選参加の申込み 

  ・申込者が抽選参加者（当選された場合はその物件の買受者）となります。 

  ・２人以上の連名で参加することもできます。ただし、受付後に参加書を変更

することはできませんので注意してください。 

  ・抽選に参加しようとする場合、当該土地に建設する施設は 1-4 の建設施設の

条件の何れかに合致すること。 

3-2 参加資格 

 【申込みができない方】 

未成年者 

成年被後見人又は被保佐人 

市税等を滞納している者 

契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者 

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）

第２条第２項に指定する暴力団ならびに同法第２条第６項に規定する暴力団

員、暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者及びこれらの者と密接

な関係を有する者 

抽選において、その公正な執行を妨げた者 

当選者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

正当な理由が無く契約を履行しなかった者 

その他、組合が必要と認め付した条件に反する者 

４．申込方法 

 4-1 受付期間 

  期間 ： 令和２年１２月８日(火)～令和３年２月１９日(金) 

      ※ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く 

  時間 ： 午前９時００分～午後４時００分 

4-2 受付場所 

  磐田市新貝土地区画整理組合事務所 

  〒438-8650 磐田市国府台５番地８ 磐田市役所西庁舎１階 

        TEL 0538-32-5814 

        FAX 0538-32-5814 

4-3 提出方法 

  持参又は郵送により提出してください。 

   ※FAX、電子メールでの提出は受け付けません。 



4-4 提出書類 

イ)抽選参加申込書（様式第 2号） 

ロ)土地利用計画書（様式第 10 号） 

ハ)誓約書（様式第 11 号） 

ニ)暴力団排除に関する誓約書（様式第 12 号） 

ホ)住民票（本籍地と筆頭者の記載のある住民票）又は履歴事項全部証明書（法

人の場合） 

ヘ)市税完納証明書 

※提出された書類は返還しませんので、あらかじめご了承ください。 

4-5 抽選参加資格確認結果の通知 

   上記の書類により、参加資格要件の適合性を確認し、順次抽選への参加要請

を書面でご連絡します。また、参加を認められない場合には、その旨を書面で

通知します。 

4-6 その他 

   現地説明会は実施しませんので、必ず各自で現場を確認願います。 

５．抽選 

 5-1 抽選場所

   磐田市新貝１９７５番地４  新貝公会堂 

5-2 日時 

  抽選日 ： 令和３年３月３日(水)  受  付 ９：００～９：２０ 

                   抽選開所 ９：３０ 

  ※ 受付時間に遅れた場合は、抽選に参加できませんのでご注意ください。 

5-3 抽選及び当選者 

   抽選により当選者及び次点者を決定し、当選者に事故あるときは、次点者を

繰り上げて当選者とします。 

   また、次点者の効力は、当選者が売買契約を締結したときに消滅します。 

   なお、応募者が一者の場合は、抽選は行わず、その応募者を当選者としま

す。 

６．その他 

   本案内に定めのない事項は、保留地処分規程、関連諸法令・法規に定めると

ころにより処理します。 

















土 地 売 買 契 約 書 

売 主  （甲）  磐田市新貝土地区画整理組合      

        買 主  （乙）                     

売 買 物 件 の 表 示 

磐田市 新貝  地内 

  磐田市新貝土地区画整理組合保留地５５街区番号 ２   

             （地積）５，４７９．０８㎡ 

                      別紙図面のとおり

磐田市新貝土地区画整理組合（以下［甲］と称す）と、         

（以下［乙］と称す）との間において、次の条項により上記の売買契約を締結する。 

第１条 甲は、乙に表示の土地をー金            円也     （㎡当たり 

          円）として、売り渡すものとする。 

第２条 乙は、甲が交付した売却決定通知書の受領後、７日以内に売却価格の１００分

の１０以上を契約保証金として甲に納入し、その確認後、土地売買契約を締結す

るものとする。 

第３条 乙は、第１条の売買代金を、令和  年  月  日までに、甲に支払うもの

とする。この場合、第２条の契約保証金は売買代金に充当するものとする。 

第４条 甲は、第３条の売買代金を受領したときは遅滞なく売買した土地を乙に引き渡

さなければならない。この場合に甲は、当該土地への乙の使用収益を阻害する一

切の権利を消滅させた上で乙に引き渡す事とし、第三者から、この契約について

意義の申し出または権利の主張等があったときは、甲の責任において解決するも

のとする。 

第５条 乙は、第４条により土地の引き渡しを受けたときは、当該土地を使用し、収益

を行うことができる。 

第６条 売買した土地について、確定測量により地積に変更が生じたときは、その地積

の増減に応じて、第１条による単価に基づいて算出した金額をもって精算するも



のとし、本契約書を保留地地積変更による変更契約書により更正するものとする。 

第７条 甲は、乙に売り渡した土地については、土地区画整理事業に要する費用を賦課

しないものとする。 

第８条 １． 売買した土地の所有権移転登記は、土地区画整理法の規定により換地処    

分に伴う登記が完了した後に、遅滞なく行うものとする。

         ２． 登記に要する費用は乙の負担とし、第９条により権利の譲渡の承認があ

ったときは、その権利の譲受人の負担とする。 

第９条 乙は、買い受けた土地の権利を第三者に譲渡しようとするときは、その者と連

署して当該土地の権利譲渡について甲に申請し、その承認を受けなければならな

い。この場合に、譲受人は本売買契約による乙の権利義務を継承する事を誓約し

なければならない。 

第10条 乙が第３条の期日までに売買代金を支払わないとき、または契約の条項に違反

したときは、甲はこの契約を解除することができる。この場合は、乙は第２条の

契約保証金の返還を求めること、及びこれにより生じた損害を請求することはで

きない。 

第11条 この契約条項、またはこの契約条項に記載のない事項について疑義を生じたと

きは、全て甲の解釈によるところとする。 

 この契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙各１通を保有するものとする。 

令和  年  月  日 

              住  所   磐田市国府台５番地８ 

      売  主（甲）        磐田市新貝土地区画整理組合 

              氏  名   理 事 長  石 野  泉   印 

            住  所  

      買  主（乙） 

              氏  名                     印 


